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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第72期
第２四半期
連結累計期間

第73期
第２四半期
連結累計期間

第72期
第２四半期
連結会計期間

第73期
第２四半期
連結会計期間

第72期

会計期間

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成21年
    ７月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年
    ７月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成22年
    ３月31日

売上高 (百万円) 11,449 12,951 5,898 6,381 23,551

経常利益 (百万円) 334 563 135 48 1,539

四半期(当期)純利益 (百万円) 197 328 98 21 707

純資産額 (百万円) ― ― 37,230 37,168 37,913

総資産額 (百万円) ― ― 44,092 44,850 45,655

１株当たり純資産額 (円) ― ― 3,639.103,629.573,704.68

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 19.43 32.31 9.67 2.08 69.46

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ─ ─ ─ ─ ─

自己資本比率 (％) ― ― 84.0 82.4 82.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,028 768 ― ― 5,302

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,875 △1,462 ― ― △1,430

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △511 △510 ― ― △522

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 11,575 14,860 16,390

従業員数 (名) ― ― 460 452 454

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため

記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社および当社の関係会社において営まれている事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成22年９月30日現在

従業員数(名) 452

(注)　従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの

出向者を含む)であります。

　
(2) 提出会社の状況

平成22年９月30日現在

従業員数(名) 403

(注)　従業員数は就業人員(当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む)であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

日本 6,340 ─

インドネシア 168 ─

合計 6,509 ─

(注)　金額は、販売価格によっております。

　
(2) 受注実績

当社グループは見込み生産を行っておりますので、該当事項はありません。

　
(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 外部顧客への販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

日本 6,225 ─

インドネシア 156 ─

合計 6,381 ─

(注) １．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

前第２四半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

日本クエーカー・ケミカル株式会社 919 15.6 1,095 17.2

丸紅ケミックス株式会社 615 10.4 717 11.2

　

なお、「第２　事業の状況」に記載している金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が

判断したものであります。

　
(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間における我が国経済は、内外での景気対策や新興国における需要回復等を背

景に緩やかな回復の動きを示しておりましたが、春先から一部ヨーロッパ諸国の財政懸念により、ユーロ

安、ドル安が加速し、また有効な経済対策が打てず、現在その通貨に対しても円高基調が続き厳しい状況と

なっております。

当社グループの重要な販売分野であります国内繊維産業におきましては、国際競争力の低下により海外

生産拠点への移行や生産中止が相次ぎ、売上が減少となりました。一方海外では、中国が内需拡大政策に伴

い、昨年の早い段階で不況前の水準に戻り、アジア地域やその他の地域におきましても順調に持ち直してき

ております。

非繊維分野におきましては、国内では自動車産業向けはエコ減税政策の効果もあり、大幅減産は緩和され

ました。また住宅販売の不振は長期化の様相を示しており、建材用途向けの回復は見込めませんでした。一

方海外では、中国をはじめとするアジア諸国の需要は旺盛であり、特に中国、東南アジアの自動車生産は急

速に拡大しており、自動車産業向けは堅調に推移いたしました。

国内での市場縮小や大幅な円高の進行などマイナス要素はありましたが、当社グループでは売上、利益を

確保するため、競争力のある高品質、低価格商品の開発を行うとともに、市場ニーズに合致した商品の早期

開発に努めてまいりました。

以上の結果、当第２四半期連結会計期間における当社グループの業績は、売上高6,381百万円（対前年同

四半期比108.2％）、営業利益325百万円（対前年同四半期比205.6％）、経常利益48百万円（対前年同四半

期比35.8％）、四半期純利益21百万円（対前年同四半期比21.5％）となりました。

　
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①　日本

日本における当第２四半期連結会計期間の外部顧客に対する売上高は6,225百万円、セグメント利益

は285百万円となりました。

陰イオン界面活性剤の分野におきましては、国内合繊メーカー各社への販売は前年並みとなりまし

た。一方海外向けは主として中国合繊メーカー各社での販売が拡大し、外部顧客に対する売上高は699

百万円となりました。

非イオン界面活性剤の分野におきましては、国内では、消費低迷と繊維製品の低価格化による海外シ

フトの影響でテキスタイル分野の加工量が減少しました。炭素繊維は航空機、産業資材向けを中心に回

復し、処理剤の販売が増加傾向であります。また、化学工業分野では洗浄剤原料の販売が増加しました。

海外では、特に中国の内需拡大政策が続いており、工業用繊維分野、衣料用分野、弾性繊維用分野ともに

好調に推移しており、外部顧客に対する売上高は3,666百万円となりました。

陽・両性イオン界面活性剤の分野におきましては、繊維全般の加工が縮小し、関連加工剤の販売が減

少しました。化学工業分野では洗浄剤原料の販売が増加し、製品価格の下落にも歯止めがかかり、外部

顧客に対する売上高は184百万円となりました。

高分子・無機製品等の分野におきましては、繊維関連では、織布関係の生産が減少し製織用糊剤の販

売が減少しました。非繊維関連では、化粧品原料は堅調に推移しておりますが、建材関係は着工件数の

低迷が続いており、有機高分子製品の出荷が減少しております。低迷しておりました自動車生産は回復

し、ゴム成型用薬剤等の販売も好調であり、外部顧客に対する売上高は1,675百万円となりました。
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②　インドネシア

インドネシアにおける当第２四半期連結会計期間の外部顧客に対する売上高は156百万円、セグメン

ト利益は21百万円となりました。

陰イオン界面活性剤の分野におきましては、帯電防止剤用途、防着剤用途ともに前年度並みとなりま

した。販売数量では増加したものの、為替レートの影響により販売金額では減少となりました。

非イオン界面活性剤の分野におきましては、経糸糊剤併用油剤がスパン織物の回復でもち直し、フィ

ラメント糊剤の輸出が好調に推移いたしました。販売数量は伸びたものの、上記同様に為替レートの影

響により販売金額はほぼ前年同期比並みとなり、外部顧客に対する売上高は76百万円となりました。

陽・両性イオン界面活性剤の分野におきましては、日系アクリル染色加工場の縮小、撤退後の新たな

得意先の開拓が遅れております。販売金額は上向き傾向にありますが、在庫調整の影響もあり、外部顧

客に対する売上高は1百万円となりました。

高分子・無機製品等の分野におきましては、国内では繊維産業の生産量が増加傾向にありますが、ス

パン、フィラメントともに糸値が高騰し、原料高、製品安の状況であります。輸出向け高級品の生産量は

前年並みを確保しております。売上につきましては、輸出が好調に推移しておりますが、インドネシア

国内の落ち込みが大きく、外部顧客に対する売上高は77百万円となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末（以下「前期末」という）比805百万円

（1.8％）減少して、44,850百万円となりました。流動資産は前期末比137百万円（0.5％）増加の29,083百

万円、固定資産は前期末比942百万円（5.6％）減少の15,767百万円となりました。

流動資産増加の主な要因は、有価証券が1,110百万円前期末より減少したものの、その他が932百万円、受

取手形及び売掛金が338百万円前期末よりそれぞれ増加したことによるものであります。

固定資産減少の主な要因は、繰延税金資産が309百万円前期末より増加したものの、投資有価証券が1,026

百万円、機械装置及び運搬具が110百万円前期末よりそれぞれ減少したことによるものであります。

当第２四半期連結会計期間末の負債の合計は、前期末比60百万円（0.8％）減少の7,682百万円となりま

した。流動負債は、前期末比137百万円（1.9％）減少の7,255百万円、固定負債は前期末比76百万円

（21.9％）増加の426百万円となりました。

流動負債減少の主な要因は、買掛金が421百万円前期末より増加したものの、未払法人税等が491百万円、

賞与引当金が166百万円前期末よりそれぞれ減少したことによるものであります。固定負債増加の主な要因

は、資産除去債務が91百万円、第１四半期連結会計期間より発生したことによるものであります。

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前期末比744百万円（2.0％）減少して37,168百万円とな

りました。

純資産減少の主な要因は、その他有価証券評価差額金が584百万円、利益剰余金が180百万円前期末よりそ

れぞれ減少したことによるものであります。

この結果自己資本比率は、前期末の82.6％から82.4％となりました。期末発行済株式総数に基づく１株当

たり純資産額は、前期末の3,704円68銭から3,629円57銭となりました。

　
(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、第１四半期連結会計期間末に比べ412百万

円増加（前年同四半期は351百万円の増加）し、14,860百万円となりました。

当四半期連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは765百万円の現金及び現金同等物の増加（前年同四半期は3,082

百万円の増加）となりました。収入の主な内訳は、その他の営業外損失249百万円、減価償却費222百万円、

仕入債務の増加148百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加52百万円であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは171百万円の現金及び現金同等物の減少（前年同四半期は2,463

百万円の減少）となりました。支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出160百万円であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは0百万円の現金及び現金同等物の減少（前年同四半期は0百万円

の減少）となりました。これは、自己株式の取得による支出であります。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更並

びに新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容

は次のとおりであります。

（財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針）

１　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、安定的かつ持続的な企業価値の向上が当社の経営にとって最優先課題と考え、その実現に日々努

めております。したがいまして、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理

念、企業価値の様々な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値

ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えておりま

す。

上場会社である当社の株式は、株主及び投資家の皆様による自由な取引に委ねられているため、当社の財

務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様のご意思に基づき決定されるこ

とを基本としており、会社の支配権の移転を伴う大量の買付けに応じるか否かの判断も、最終的には株主の

皆様全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株券等の大量の買付けで

あっても、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資するものであればこれを否定するもので

はありません。

しかしながら、事前に当社取締役会の賛同を得ずに行われる株券等の大量の買付けの中には、その目的等

から見て企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株

式の売却を事実上強制するおそれがあるもの、当社取締役会が代替案を提案するための必要十分な時間や

情報を提供しないもの、当社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議

・交渉を必要とするものなど、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損するおそれをもた

らすものも想定されます。

当社は、このような当社の企業価値や株主の皆様の共同の利益に資さない大量の買付けを行う者が、当社

の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量の買付けに対し

ては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保

する必要があると考えております。

　
２　当社の基本方針の実現に資する特別な取組み

一．当社の企業価値の源泉

当社は大正15年の創業以来、界面活性剤メーカーとして紡糸・紡績油剤から糊付け、染色、最終仕上げ

加工まで繊維産業の全ての生産工程に係わる薬剤を提供し、繊維産業の発展に大きく貢献してまいりま

した。

また、一般工業分野においても、長年蓄えてきた界面科学の技術を駆使して、様々な機能性工業薬品を

開発し、多様な産業分野への市場開拓に力を注いでまいりました。

当社は、このような当社の企業価値の源泉は、①繊維産業のグローバル化に伴う新たな市場を開拓する

力、②炭素繊維やアラミド繊維あるいは生分解性繊維等スーパー繊維といわれる先端技術への対応力や

繊維産業向けの薬剤の高機能化に伴う技術開発力、③マイクロカプセル・マイクロビーズ等の超微粒子

の分野において当社が占める高いマーケットシェア、④用途開発が進む一般工業用の界面活性剤・高分

子製品の技術開発力及び⑤ISO9001及びISO14001により運用される生産体制や品質保証体制など、創業以

来培ってまいりました有形無形の財産に加えて、お取引先様、お得意先様、当社従業員等との長年に亘る

信頼関係の維持等にあるものと考えております。
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二．企業価値向上のための取組み

当社は、企業価値向上のための取組みといたしまして、当社の社是「顧客には良品廉価で満足を」が示

すように、多様化するお取引先様、お得意様のニーズをいち早くとらえ、新たな価値ある製品をご提供で

きるよう豊富なスタッフによる研究開発・製造に努めてまいります。また、当社は界面活性剤分野のみな

らず、高分子分野におきましても独自の技術開発を行うことにより現在の地位を築いてまいりましたが、

今後も技術開発力を高めていくことにより、海外顧客層の拡大を図り、グローバル経済への対応力を強化

してまいります。さらに、当社及び当社グループの事業構成とその方向性を明確にし、選択と集中により

経営資源の配分見直しを継続的に進め、資本効率を高める事業投資、設備投資を行い、将来に亘って拡大

・発展させる布石を着実に打つことにより、今後の収益基盤の一層の安定と確立に努めてまいります。

具体的な設備投資に関しましては、八尾本社工場の再配置を進めるとともに、静岡工場のマイクロカプ

セルの設備を増設し、様々な需要に対応できる体制を構築してまいります。

また、平成20年10月には大阪府高石市の三井化学大阪工場内に新工場(大阪工場)が完成し、繊維向け薬

剤の生産能力の拡充が可能となり、一層の企業価値の拡大が図れるものと考えております。

海外におきましては、成長市場である中国・インド等での拡販に重点課題として取組むとともに、北米

やヨーロッパにおいても積極的な展開を図ってまいります。

当社は、業績の伸びに応じて株主利益の増大を図ることを利益配分の基本方針とし、剰余金の配当を

行っております。また、内部留保資金につきましては、企業体質の強化と将来の事業展開に備えて活用し

てまいります。

さらに、当社は、社会的責任への取組み強化も積極的に推進してまいります。法令遵守や企業倫理の一

層の浸透に努めるとともに、社会的責任に対する真摯な姿勢・誠実な対応がお取引先様、お得意先様から

信頼される会社であるための要件であることを自覚し、界面活性剤メーカーとして常に付加価値をお届

けする研究開発及び品質保証体制の強化に努めてまいります。これらに加え、環境マネジメントの推進、

コンプライアンス体制の確立、リスクマネジメント等の充実にも鋭意努力してまいります。コーポレート

ガバナンスにつきましては、意思決定のスピードアップと活力のある組織運営に努めており、平成11年よ

り変化する経営環境に迅速かつ緊張感を持って対応するため取締役の任期を１年としております。

今後とも界面活性剤メーカーとして安全で高品質な製品を提供することは勿論のこと、お取引先様、お

得意先様に信頼され多様化するニーズに対応できる分野を開拓し、さらなる事業拡大と業績向上に向け

て一層の努力を重ねてまいります。

当社は、これらの取組みが、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上につながる

ものと考えております。
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３　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する

ための取組み

当社取締役会は、基本方針に照らし、不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配される

ことを防止するための取組みの一つとして、当社株券等の大量な買付けを行う際の一定のルールを設ける

必要があると考えました。

そこで、当社は、平成20年5月16日開催の当社取締役会において、第70回定時株主総会において株主の皆様

にご承認いただくことを効力発生の条件として、当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)(以下

「本プラン」といいます。)を導入することを決議し、第70回定時株主総会の議案としてお諮りした結果、過

半数をもって承認可決いただいております。

　

４　上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

一．基本方針の実現に資する特別な取組み(上記２)について

上記２「当社の基本方針の実現に資する特別な取組み」に記載した各取組みは、当社の企業価値ひい

ては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的取組みとして策定されたも

のであり、基本方針の実現に資するものです。

したがいまして、これらの各取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうもの

ではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

二．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す

るための取組み(上記３)について

Ⅰ　当該取組みが基本方針に沿うものであること

本プランは、当社株券等に対する大量買付行為が行われる際に、当該大量買付行為に応じるべきか否

かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要十分な情報や時間を

確保したり、株主の皆様のために大量買付者等と交渉を行うことなどを可能とすることにより、当社の

企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保するための取組みであり、基本方針に沿うものであ

ります。

Ⅱ　当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の

維持を目的とするものではないこと

当社は、以下の理由により、本プランは、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、当社

の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

ⅰ) 買収防衛策に関する指針において定める三原則及び尊重義務を完全に充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日付で発表した「企業価値・株主共同の利

益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」において定められた①企業価値・株主共同の

利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性の原則の三原則を完全に

充足し、また株式会社大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）の「上場有価証券の発行者による会社

情報の適時開示等に関する規則」第２条の２に定める尊重義務を全て充足しております。
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ⅱ) 株主の皆様の意思の重視と情報開示

当社は、本プラン導入について第70回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいてお

ります。

本プランの有効期間は、平成23年６月に開催予定の第73回定時株主総会の終了の時までとします。

以降本プランの継続については３年ごとに定時株主総会の承認を得ることとします。ただし、有効期

間中であっても、株主総会又は取締役会の決議により本プランは廃止されるものとします。

さらに、これらに加えて、取締役会は、実務上適切であると判断する場合又は独立委員会からの勧

告があった場合には、株主総会を開催し、対抗措置の発動の是非についても、株主の皆様の意思を確

認することとされており、株主の皆様の意思が反映されます。

また、株主の皆様に、本プランの廃止等の判断、大量買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否

かについての判断、及び対抗措置の発動の是非を判断する株主総会における議決権行使等の際の意

思形成を適切に行っていただくために、取締役会は、大量買付情報その他大量買付者から提供を受け

た情報を株主の皆様へ取締役会が適当と認める時期及び方法により開示することとしております。

ⅲ) 当社取締役会の恣意的判断を排除するための仕組み

イ　独立性の高い社外者の判断の重視

当社は、本プランの導入にあたり、取締役会の恣意的判断を排除するために、独立委員会を設置し

ております。

当社に対して大量買付行為がなされた場合には、独立委員会が、大量買付行為に対する対抗措置の

発動の是非等について審議・検討した上で取締役会に対して勧告し、取締役会は当該勧告を最大限

尊重して決議を行うこととされており、取締役会の恣意的判断に基づく対抗措置の発動を可及的に

排除することができる仕組みが確保されています。

ロ　合理的な客観的要件の設定

本プランは、大量買付者が、本プランにおいて定められた大量買付ルールを遵守しない場合、又は

大量買付者が、当社の企業価値を著しく損なう場合として合理的かつ詳細に定められた客観的要件

を充足した場合のみ発動することとされており、この点においても、取締役会による恣意的な対抗措

置の発動を可及的に排除する仕組みが確保されているものといえます。

さらに、取締役会が株主総会の開催を決定した場合には、対抗措置の発動の是非の決定は株主総会

の決議に委ねられ、この点においても、取締役会による恣意的な対抗措置の発動を可及的に排除する

仕組みが確保されているものといえます。

ⅳ) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社取締役会により廃止することができるものとされていることから、デッドハンド

型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)で

はありません。また、当社の取締役の任期は１年となっており、期差任期制ではないため、本プランは

スローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を

阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。

　
　

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は235百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

　

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

　

当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除

却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありま

せん。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 11,281,62911,281,629
大阪証券取引所
（ＪＡＳＤＡＱ市場）

単元株式数は500株
であります。

計 11,281,62911,281,629 ― ―

(注)　大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）は、平成22年10月12日付で同取引所ヘラクレス市場及びＮＥＯ市場ととも

に、新たに開設された同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されており、同日以降の上場金融商品取引所は大阪証券取引

所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）であります。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成22年７月１日～
平成22年９月30日

― 11,281,629 ― 6,090 ― 6,517
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(6) 【大株主の状況】

　 　 平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

松本興産株式会社 大阪府八尾市安中町３－１－26 2,105 18.66

松本油脂製薬株式会社 大阪府八尾市渋川町２－１－３ 1,102 9.77

STATE STREET BANK AND TRUST 
COMPANY
(常任代理人　株式会社みずほ
コーポレート銀行　兜町証券決済
業務室)

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS
02101 U.S.A
(東京都中央区日本橋兜町６－７)

1,058 9.38

木　村　直　樹 大阪市住吉区 920 8.16

松栄産業株式会社 大阪府八尾市植松町６－３－４ 867 7.69

有限会社木村直樹
大阪市住之江区粉浜西１－４－３－
918

519 4.61

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 409 3.63

松　本　新太郎 大阪府八尾市 318 2.83

岩　田　みち子 大阪市阿倍野区 289 2.57

相　田　襄　治 兵庫県芦屋市 225 2.00

計 ― 7,817 69.30

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成22年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

1,102,500
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

10,136,500
20,273 ―

単元未満株式
普通株式

42,629
― 一単元(500株)未満の株式

発行済株式総数 11,281,629― ―

総株主の議決権 ― 20,273 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式116株が含まれております。
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② 【自己株式等】

平成22年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
松本油脂製薬株式会社

大阪府八尾市渋川町
２丁目１番３号

1,102,500 ― 1,102,5009.77

計 ― 1,102,500 ― 1,102,5009.77

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 1,9491,8521,7501,8001,7101,740

最低(円) 1,7801,5671,5681,6011,5801,700

(注)　株価は、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）におけるものであります。

なお、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）は、同取引所ヘラクレス市場及びＮＥＯ市場とともに、新たに開設さ

れた同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されており、平成22年10月12日付で大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダー

ド）に上場となっております。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１

日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日

まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、清稜監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,998 15,018

受取手形及び売掛金 7,183 6,844

有価証券 2,102 3,212

商品及び製品 1,628 1,669

仕掛品 416 381

原材料及び貯蔵品 1,073 1,013

繰延税金資産 463 521

その他 1,221 289

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 29,083 28,946

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,236 6,169

減価償却累計額 △3,595 △3,454

建物及び構築物（純額） 2,640 2,714

機械装置及び運搬具 ※２
 9,808

※２
 9,722

減価償却累計額 △7,672 △7,475

機械装置及び運搬具（純額） 2,135 2,246

土地 532 532

建設仮勘定 17 2

その他 1,530 1,526

減価償却累計額 △1,359 △1,342

その他（純額） 170 184

有形固定資産合計 5,497 5,681

無形固定資産 19 22

投資その他の資産

投資有価証券 8,985 10,012

長期貸付金 62 97

繰延税金資産 620 311

その他 589 592

貸倒引当金 △8 △8

投資その他の資産合計 10,250 11,005

固定資産合計 15,767 16,709

資産合計 44,850 45,655
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 5,628 5,207

短期借入金 700 700

未払法人税等 55 547

賞与引当金 118 284

その他 753 653

流動負債合計 7,255 7,393

固定負債

退職給付引当金 244 261

資産除去債務 91 －

その他 90 88

固定負債合計 426 349

負債合計 7,682 7,742

純資産の部

株主資本

資本金 6,090 6,090

資本剰余金 6,517 6,517

利益剰余金 27,182 27,362

自己株式 △1,743 △1,741

株主資本合計 38,046 38,228

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △911 △327

為替換算調整勘定 △189 △187

評価・換算差額等合計 △1,101 △514

少数株主持分 223 199

純資産合計 37,168 37,913

負債純資産合計 44,850 45,655
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 11,449 12,951

売上原価 9,248 10,260

売上総利益 2,201 2,690

販売費及び一般管理費 ※１
 1,940

※１
 1,912

営業利益 261 778

営業外収益

受取利息 123 88

受取配当金 26 31

持分法による投資利益 － 15

投資事業組合運用益 107 －

その他 80 69

営業外収益合計 338 205

営業外費用

支払利息 4 3

持分法による投資損失 15 －

投資事業組合運用損 － 230

為替差損 239 177

その他 5 8

営業外費用合計 265 420

経常利益 334 563

特別利益

投資有価証券売却益 4 26

貸倒引当金戻入額 5 －

特別利益合計 9 26

特別損失

固定資産除却損 ※２
 0

※２
 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23

特別損失合計 0 24

税金等調整前四半期純利益 343 564

法人税、住民税及び事業税 102 63

法人税等調整額 33 148

法人税等合計 136 212

少数株主損益調整前四半期純利益 － 352

少数株主利益 8 23

四半期純利益 197 328
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 5,898 6,381

売上原価 4,752 5,097

売上総利益 1,146 1,283

販売費及び一般管理費 ※１
 987

※１
 957

営業利益 158 325

営業外収益

受取利息 61 24

受取配当金 8 7

持分法による投資利益 － 2

投資事業組合運用益 69 －

その他 46 26

営業外収益合計 185 61

営業外費用

支払利息 2 2

持分法による投資損失 7 －

投資事業組合運用損 － 249

為替差損 195 84

その他 3 3

営業外費用合計 208 338

経常利益 135 48

特別利益

投資有価証券売却益 4 －

貸倒引当金戻入額 0 －

特別利益合計 4 －

特別損失

固定資産除却損 ※２
 0

※２
 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2

特別損失合計 0 3

税金等調整前四半期純利益 139 45

法人税、住民税及び事業税 86 45

法人税等調整額 △35 △40

法人税等合計 51 4

少数株主損益調整前四半期純利益 － 40

少数株主利益又は少数株主損失（△） △10 19

四半期純利益 98 21
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 343 564

減価償却費 551 418

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 0

受取利息及び受取配当金 △150 △120

支払利息 4 3

為替差損益（△は益） 231 116

持分法による投資損益（△は益） 15 △15

売上債権の増減額（△は増加） △865 △338

たな卸資産の増減額（△は増加） 304 △53

仕入債務の増減額（△は減少） 1,159 421

投資有価証券売却損益（△は益） △4 △26

賞与引当金の増減額（△は減少） △198 △166

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14 △21

有形固定資産除却損 0 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23

その他の営業外損益（△は益） － 236

未払消費税等の増減額（△は減少） 79 △14

その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,960 △24

その他の流動負債の増減額（△は減少） △493 182

小計 3,942 1,188

利息及び配当金の受取額 151 125

利息の支払額 △3 △3

法人税等の支払額 △61 △540

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,028 768

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △303 △233

有形固定資産の売却による収入 0 0

投資有価証券の取得による支出 △297 △2

投資有価証券の売却による収入 20 68

有価証券の償還による収入 － 1,000

定期預金の預入による支出 △4,300 △1,400

関係会社株式の取得による支出 △44 －

預け金の預入による支出 － △1,015

預け金の払戻による収入 － 119

長期貸付金の回収による収入 46 0

保険積立金の積立による支出 △7 △6

保険積立金の解約による収入 － 8

その他 10 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,875 △1,462
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △2 △1

配当金の支払額 △509 △508

財務活動によるキャッシュ・フロー △511 △510

現金及び現金同等物に係る換算差額 △354 △325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,712 △1,529

現金及び現金同等物の期首残高 13,288 16,390

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 11,575

※
 14,860
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【継続企業の前提に関する事項】

　

当第２四半期連結会計期間

(自　平成22年７月１日至　平成22年９月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

　
当第２四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)

会計処理基準に関す

る事項の変更

(1)　「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18

号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の売上総利益は4百万円、営業利益及び経常利益

は5百万円、税金等調整前四半期純利益は28百万円それぞれ減少しております。また、当会

計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は91百万円であります。

　 (2)　重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更

有形固定資産

　当社は、前連結会計年度より、機械装置の減価償却方法については定率法から定額法に

変更したため、前第２四半期連結累計期間と当第２四半期連結累計期間で機械装置の減

価償却方法が異なっております。なお、前第２四半期連結累計期間に変更後の減価償却方

法を適用した場合、当該期間の売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益は、それぞれ121百万円増加いたします。

　

　
当第２四半期連結会計期間

(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)

会計処理基準に関す

る事項の変更

　重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更

有形固定資産

　当社は、前連結会計年度より、機械装置の減価償却方法については定率法から定額法に

変更したため、前第２四半期連結会計期間と当第２四半期連結会計期間で機械装置の減

価償却方法が異なっております。なお、前第２四半期連結会計期間に変更後の減価償却方

法を適用した場合、当該期間の売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益は、それぞれ60百万円増加いたします。
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【表示方法の変更】

　

当第２四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一

部を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に伴い、当第２四半期連結累計期間では、「少

数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　

当第２四半期連結会計期間

(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一

部を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に伴い、当第２四半期連結会計期間では、「少

数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　

【簡便な会計処理】

　

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

１  一般債権の貸

倒見積高の算定

方法

　当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい

変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算

定しております。

２  棚卸資産の評

価方法

　当第２四半期連結会計期間末の棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らか

なものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

３  固定資産の減

価償却費の算定

方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分し

て算定する方法によっております。

４  経過勘定項目

の算定方法

　固定費的な要素が大きいものについては、合理的な算定方法による概算額で計上する方法

によっております。

５  法人税等の算

定方法

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なもの

に限定する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

当第２四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日至　平成22年９月30日)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　１　保証債務

保証先
保証金額
(百万円)

保証債務の内容

立松化工股?

有限公司
300

銀行借入　112,000

千台湾ドル

 
※２　国庫補助金による圧縮記帳額は、機械装置及び運搬

具36百万円であり、連結貸借対照表計上額は、この

圧縮記帳額を控除しております。

　１　保証債務

保証先
保証金額
(百万円)

保証債務の内容

立松化工股?

有限公司
270

銀行借入　 92,000

千台湾ドル

 
※２　　　　　　　同左

　

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

賞与引当金繰入額 28百万円

退職給付費用 21百万円

研究開発費 495百万円

　 　
 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

荷造運搬費 410百万円

賞与引当金繰入額 28百万円

退職給付費用 13百万円

研究開発費 461百万円

 

※２　当第２四半期連結累計期間における固定資産除却

損の内訳については、重要性が乏しいため記載を

省略いたします。

 

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 1百万円

機械装置及び運搬具 0百万円

その他（工具器具備品） 0百万円

計 1百万円

 

　

第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

賞与引当金繰入額 13百万円

退職給付費用 10百万円

研究開発費 248百万円

　 　
 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

荷造運搬費 204百万円

賞与引当金繰入額 14百万円

退職給付費用 7百万円

研究開発費 235百万円

 

※２　当第２四半期連結会計期間における固定資産除却

損の内訳については、重要性が乏しいため記載を

省略いたします。

※２　　　　　　　同左
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

※　現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末

残高と当第２四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係（平成21年９月30日現在）

 

現金及び預金 14,771百万円

有価証券 2,234　〃

　　　計 17,006百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △5,340　〃

償還期限が３か月超の有価証券 △90　〃

現金及び現金同等物 11,575百万円

 

※　現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末

残高と当第２四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係（平成22年９月30日現在）

 

現金及び預金 14,998百万円

有価証券 2,102　〃

　　　計 17,100百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △2,240　〃

現金及び現金同等物 14,860百万円

 

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日

　至　平成22年９月30日)

　

１　発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 11,281,629

　

２　自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 1,102,616

　

３　新株予約権の四半期連結会計期間末残高

　
該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 508 50平成22年３月31日 平成22年６月28日

　

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　
該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

　

　
界面活性剤
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

4,279 1,619 5,898 ― 5,898

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ―

計 4,279 1,619 5,898 ─ 5,898

営業利益 104 54 158 ─ 158

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

　

　
界面活性剤
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

8,299 3,150 11,449 ― 11,449

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ―

計 8,299 3,150 11,449 ─ 11,449

営業利益 171 89 261 ─ 261

(注)　事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称

事業区分の方法…製品の種類別区分による

区分に属する主要な製品の名称

界面活性剤……化合繊紡糸紡績用油剤、織布用経糸油剤、帯電防止剤、香粧品原料

その他…………経糸用糊剤、触感向上剤
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【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

　

　
日本
(百万円)

インドネシア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

5,717 181 5,898 ― 5,898

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

31 9 40 (40) ―

計 5,749 190 5,939 (40) 5,898

営業利益又は営業損失(△) 145 △5 139 18 158

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

　

　
日本
(百万円)

インドネシア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

11,127 322 11,449 ― 11,449

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

60 17 78 (78) ―

計 11,187 340 11,528 (78) 11,449

営業利益 212 38 250 10 261

　

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

　

　 アジア その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 2,307 268 2,575

Ⅱ  連結売上高(百万円) ― ― 5,898

Ⅲ  連結売上高に占める
    海外売上高の割合(％)

39.1 4.6 43.7

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

　

　 アジア その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 4,522 511 5,033

Ⅱ  連結売上高(百万円) ― ― 11,449

Ⅲ  連結売上高に占める
    海外売上高の割合(％)

39.5 4.5 44.0

(注) １　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

　　　国又は地域の区分の方法　　地理的近接度による

各区分に属する主な国又は地域 アジア インドネシア、タイ、台湾、中国、韓国

　 その他の地域 アメリカ合衆国、メキシコ、フランス、イギリス

２　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

当社は、主に界面活性剤を生産・販売しており、国内においては当社が、インドネシアにおいてはマツ

モトユシ・インドネシアがそれぞれ独立した経営単位として各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動

を展開しております。

したがって、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、

「インドネシア」の２つを報告セグメントとしております。各報告セグメントでは、界面活性剤のほか、

その他の製品を生産・販売しております。

　
２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

合計 調整額
四半期連結損益
計算書計上額

日本 インドネシア

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 12,639 311 12,951 ─ 12,951

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

108 28 137 △137 ─

計 12,748 340 13,088 △137 12,951

セグメント利益 741 38 779 △1 778

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

合計 調整額
四半期連結損益
計算書計上額

日本 インドネシア

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 6,225 156 6,381 ─ 6,381

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

33 16 49 △49 ─

計 6,258 172 6,431 △49 6,381

セグメント利益 285 21 306 19 325
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３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項)

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日)

　 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 779

セグメント間取引消去 10

棚卸資産の調整額 △12

四半期連結損益計算書の営業利益 778

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

　 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 306

セグメント間取引消去 16

棚卸資産の調整額 3

四半期連結損益計算書の営業利益 325

　

４　報告セグメントの変更等に関する事項

当第２四半期連結会計期間において、報告セグメントの変更等はありません。

　

５  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

当第２四半期連結会計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変

動及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。

　

(追加情報)

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21

年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日)を適用しております。
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(金融商品関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)

　
金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(有価証券関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)

　
有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)

　
当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第２四半期連結会計期間(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日)

　
該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

当第２四半期連結会計期間(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日)

　
該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)

　
資産除去債務の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著

しい変動がありません。

　

(賃貸等不動産関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)

　
該当事項はありません。
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(１株当たり情報)
　

１　１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　 　
　 3,629円57銭
　

　 　
　 3,704円68銭
　

　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 37,168 37,913

普通株式に係る純資産額（百万円） 36,945 37,713

差額の主な内訳(百万円)
　少数株主持分

223 199

普通株式の発行済株式数(株) 11,281,629 11,281,629

普通株式の自己株式数(株) 1,102,616 1,101,678

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(株)

10,179,013 10,179,951

　

２  １株当たり四半期純利益金額等

第２四半期連結累計期間
　

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 19円43銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─
　

１株当たり四半期純利益金額 32円31銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─
　

(注)　１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載し

ておりません。

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 197 328

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 197 328

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 10,181,018 10,179,282
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第２四半期連結会計期間

　

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 9円67銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─
　

１株当たり四半期純利益金額 2円08銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─
　

(注)  １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載し

ておりません。

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 98 21

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 98 21

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 10,180,651 10,179,013

　

(重要な後発事象)

当第２四半期連結会計期間(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日)

　
該当事項はありません。
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２ 【その他】

　
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年11月11日

松本油脂製薬株式会社

取締役会  御中

　

清稜監査法人

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    竹    村    　 明       印

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    石    井    和    也    印

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている松本

油脂製薬株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21

年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、松本油脂製薬株式会社及び連結子会社の平成

21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年11月５日

松本油脂製薬株式会社

取締役会  御中

　

清稜監査法人

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    竹    村     　明 　    印

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    石    井    和    也    印

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている松本

油脂製薬株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22

年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、松本油脂製薬株式会社及び連結子会社の平成

22年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更　重要な減価償却資産の減価償却の方法

の変更に記載されているとおり、会社は前連結会計年度より機械装置の減価償却方法を定率法から定額法に

変更している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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